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鎌

倉

時

代

の

土

地

制

度

(
二

)
.

三

浦

周

行

四
.
本

所

領

本
所

領
ε
は
本

所

の
知
行
す

る
荘

園

の
事

で
、
領

家

の
場
合

も
當
然

せ
れ

に
含
ま

る
べ
き
で

め
る
。

こ
れ

に
謝

す

る
幕
府

の
守
護

地
頭
を

置

い
た
影
響
は
前

項
國
領

の
場
合

に
述

べ
た

ε
こ
ろ
ε
も

・し
.よ
b
大
差

は
な

い
。

荘
園

ε
國
領

ε
の
相
違

は

み

る
け

れ
こ
も

、
共

に
其
性
質

上

、
朝
廷

の
管
轄

に
嚇
す

べ
き
土
地

で
あ

っ
た
か
ら
、
.幕
府

ε
し

て
は
馨

同

一
に
取
扱

っ
て
よ

か
っ
た

の
で
あ

っ
て
、
幕
府

の
法
律

に
も
、
本
所

並
国

司
領
家

な
ご

、

一
様

に

書

き
あ
ら
は

し
て
居

る
場
合

が
多

い
。
合
同

　
の
事

を
國

領
ε
悪
園

ε
の
二
項

に
別
け

て
論
究
す

る
も
煩

し

い
か

ら
、

こ
れ
よ
り
以
下
は
便
宜
上

、
二

つ
の
種

目
を

】
っ
に
併

せ
て
考
察

す

る

こ
ε
に

し
セ

い
。

國
領

に
於

て
も
潴

た
叉
本
所
領

に
於

て
も
、
地

頭

は
其
租
税

を
取
扱

っ
て

こ
れ
が
死
命

を
制

し
て
居

た
丈

に
、

其

影
響
す

る

ε
こ
ろ
は
頗

る
深
刻

で
め

っ
た
。
貞

永
式
目

に
は
其

第
五
條

に
、
本
所

領

の
租
税
を
滞

納
す

る
地
頭

し
向

っ
て
速

に
辨
済

せ
し
む

べ
き
規
定
が
あ

る
が
、

そ
れ

に
は
其
滞
納
額

の
多

き
も

の
に
謝

し
て
、
三
箇

年

の
猶

豫
期
間

を
設

け

て
居

右
。
け

れ
ご
も
、
毎
年

こ
れ
を

本
所

に
納
む

べ
き
期

限
即

ち
滞

納

ε
認

む

べ
き
程

度

に
.つ
い

論

叢

鎌
倉
時
代
の
土
地
制
度

第
十
七
巻

(第
六
號

五
三
)

八
Q
三



,

隔

'

論
…
叢

鎌
念個吐町
代
の
十山柚娼制
度

第
十
七
巻

(酋夘占ハ
號

〒五
四
)

八
〇
四

て
は
吾
妻
鏡
建

長
三
年
四
月

二
十

日
條

に
「
國

司
領
家

年
貢
事
、
殊

可
レ致

二
精
誠
辨
済

↓
芳

志
三
月
已

後
就
二
此

争

一

本
所
訴
訟
出
來
者
、
可
複

在

二
地
頭
於
本
所
申
分
乏

由
被
二
仰
出
会

々
」

ε
見
え
る
。
こ
れ
に
糠

る
ε
、
三
月

が
猫
豫
の
最
大
限
で
あ

っ
た
ご
看
做

さ
な
け
れ
ば
な
ら

阻
。
然

る
に
時
代
は
梢
後
れ
て
後
醍
醐
天
皇

の
元
亨

二
年

正
月
十
二
目
の
追
加
を
見

る
ε
、
國
領
の
地
頭
が
租
税
を
納
む

べ
き
期
限
に

つ
い
て
の
規
定
が
見
え
る

(新
編
追

r
加
工
七
九

)
そ
れ
に
擦

る
ε
、
肢
獲

の
時
期

に
臨
め
ば
、
地
頭
は
成

る
べ
く
速
に
微
牧
し
て
翌
年
の
二
月
に
全
部

納
付
す

べ
く
、
縦
ひ
此
期
限
迄

に
納
付
す

る
こ
ε
の
出
來
な

い
も
の
、
即
ち
所
謂
未
進
で
あ
っ
て
も
、
⊥
八
月
を
縄

過
し
て
は
な
ら
ぬ

、
若
し
六
月
を
経
過
し
て
も
侮
ほ
納
付

せ
な

い
も
の
が
め

っ
た
な
ら
ば
、
此
國
領
の
事
務
を
取

扱
ふ
雑
事

の
訴
出

に
依

っ
て
決
算
を
遂
げ
辨
償
す

べ
き
旨

の
幕
府
の
命
令
即
ち
奉
書
を
下
す

べ
き
こ
ご
が
規
定
さ

れ
て
居
る
。
此
決
算
を
遂
げ
て
辨
償

せ
し
む

べ
し
ご
の
意
味
を
書
顯
は
し
た
「
遂
二
結
解

一可
二
辨
償

一」
ξ
あ
る
は
即

ち
式
目
第
五
條

の
係
文
中
に
、

有
二
本
所
之
訴
訟
】者
、
即
遂
二
精
解
一可
レ
請
二
勘
定
[
(中
略
)任
二
員
数

一可
二
辨
償
H之
、

,

ご
あ
る
ε
同
意
で
め
る
。
而
七
て
こ
れ
は
圭
嬉
し
て
國
領
に
つ
い
て
言

っ
て
居

る
の
で
あ
る
け
れ
こ
も
、
移
し
て

以
て
本
所
領
の
場
合
に
も
適
恋
す

る
こ
ε
が
出
家

る
で
あ
ら
う
。

以
上
は
地
頭
の
租
税
納
付
の
義
務
に
間
す

る
規
定
で
あ
る
が
、
國
傾
、
荘
園
に
於
け
る
地
頭
の
椹
利
は
如
何
で

あ
る
か
ε
い
ふ
に
、
先
づ
公
田
の
場
合
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
暮
府
は
こ
れ
が
小
作
を
な
す
名
主
、
百
姓
等
の
地
頭

■



に
告

知
す

る
こ
ε
な

く
し
て
公
田
を
費
貢
す

る

こ
ご

を
も
禁

じ
、

さ
て
は
公

田
の
費

買
を
も
禁
止
す

る
に
至

っ
た

事

實
を
翠

ぐ

べ
き
で
あ
ら

う
。

(新
編

追
加
三
大

V即

ち
弘
長
元
年
十

二
月
二
十

七
日

の
幕

府

の
御

徴
書

に
於

て
、

幕

府
は
河
内
國
橘
島
荘

の
名
主
、

百
姓

が
、
地

頭
に
告

知
す

る
こ

ご
渠
く

し
て
名

々
荘

田
を
賞
渡

し
た
の
を
不
注

の
行

為

ε
認

め
て

こ
れ
を

取
戻

さ
せ
、
且

つ
公

田

の
費
買
を

禁
じ
て
居

る
。
而

し

て
其
萱
地

の
取

戻

ε
共

に
、
所

當

の
公

事
を

全
く
す

べ
き
旨
を
命
寓

し

て
居

る
の
を

見

る
ご
、
此

費
買

に
依

っ
て
公

田
よ
り
牧
納

す

べ
き
牧
盆
即

ち
地

頭

の
所
務

の
減

少
を
恐

れ
た

も
の

で
あ

る

こ
ε

が
知

れ

る
の
で
あ

る
。

も

蓬
よ
り
公
田
其
者

が
幕

府

の
所

轄

で
な

い
丈

に
、
幕
府

が
其

萱
買
を

禁
ず

る
ざ
い
ふ
の

も
、
甚
[だ
越
権

の
や
う
で
は

あ
る
が
、
そ
れ
は

一
概

に
さ
う

も

い

へ
な

い
の
で

あ

っ
て
、
此
場

合
は
公

田
の
費
買

ξ
い
ふ
も

、
公

田
其
者

の
費
買

で
な
く
、
職
務
上

、
地

頭

砂

支

配
を
受

く

べ
き
名

主
、
百
姓
、
即

ち
所

謂
仕
入

の
身

こ
し

て
、
任
意

に
公

田

の
小
作
権

の
費
買
を
な
す

を
禁

じ

た
も

の
ε
看
做

し
て
よ

か
ら
う

ε
思

ふ

の
で
あ

る
。

是
等

の
國
領
、
荘

園
、
殊

に
荘

園

に
は
、
本
所

一
圓

の
地

ご
か

　
圓

の
荘

園

`
か

い

っ
て
全

く
地
頭

を
債

か
諏

ε
こ
ろ
が
稀
れ

に
は

あ

つ
彪
。
又
縦

し
地

頭
が

あ

っ
て
も
、
敢

て
国
司

及
び
本
所

の
事
務
を
執

る
も

の

、
置

か
れ

.

て
あ
る

こ
埴
を
妨
げ
な

か

っ
た
の

で
あ

る
か
ら

、
國

領

の
地

頭

の
あ

る
場
合

に
、
雑

事
な

る
も
の
が
あ

っ
た
ち

、

叉

預
所

其
他

の
あ

っ
た

こ
ご
は
前

に
述

べ
た
通
り
で

あ
る
。
併

し
乍

ら
中

に
は

又
別

に
地

頭
請
所

ε
稽
す

る
も

の

が
あ

っ
た
。
地
頭
請
所

と
は
幕
府

の
任
命

し
た
地
頭

が
、
国

司
や
本
所

若
し
く

は
領

家

か
ら
任
命

さ
れ

て

一
定

の
.

論

叢
.

鎌
倉
時
代
の
土
地
制
度

、

第
†
七
巻

(第
六
號

五
五
)

入
〇
五

」
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論

叢

鎌
倉
時
代
の
土
地
制
度

第
+
七
巻

(第
六
號
、
五
大
)

八
〇
六

租
税

の
請
負

の
下

に
、
所
謂
講

料

の
契

約
を
結

ん
で

、

一
切

の
管
理
事
務

を
委
任

さ
れ
、
本
所

の
預
所

ε
同

一
の

職
務
を

取
る
も
め

で
あ

る
、
吾
妻
鏡

に
、
文

治

二
年

、
新

日
吉
肚

領
武
.藏
國

海
胆
荘

の
地

頭
請
所

の
事

が
見

え
、

菱

治
三
年
に
土
佐
國
琵

荘
地
頭
で
預
所
を
爺
ね
た
源
行
愚
な
・
も
の
も
見
え
る
、
深
裂

書
弘
安
+
年
+
月

三
十
日
太
宰
少
戴
盛
纏
の
御
敏
書
に
肥
前
國
高
来
東
郷
有
間
荘
内
深
江
村
地

頭
兼
預
所
職

の
見
え
る
の
は
、
筆
管

に
於
て
地
頭
請
所

・し
冊

一
の
も
の
で
あ

っ
た
ら
う
。

.

普
通
の
地
頭
が
地
頭
　耕

ε
な

っ
た
場
合
は
本
所
領
家

に
封
ず
る
契
約
の
更
新

さ
る
べ
さ

、
易

論

で
め
る
が

こ

、
に
は
其

…
例
を
擧
げ
て
こ
れ
が
説
明
に
代

へ
る
こ
ε

、
す
る
。

-

・

高
野
山
蓮
華
粟
院
領
紀
伊
國
南
部
荘
は
建
久
五
年
前
五
辻
斎
院
よ
b
本
所

一
風
の
地

ε
し
て
同
院
に
寄
附

さ
れ

捜
も
の
で
あ
っ
た
が
、
承
久
の
戦
後
仁
本
所

の
荘
官
た
た
る
下
司
が
官
庫

に
齢
し
π
駕
め
に
戦
後
幕
府
の
爲
め
に

浅
牧
さ
れ
て
新
に
地
頭
を
補
せ
ら
れ
こ
れ
ε
同
時
に
本
願
即
ち
寄
附
者

の
意
志
に
基

い
て
毎
年
地
頭
よ
り
米
酒
石

に
領
家
の
得
分
を
加

へ
て
寺
家
に
納
入
す

る
こ
ご
を
命
せ
ら
れ
た
の
で
あ
.る
。
然
る
に
其
翌
貞
慮
元
年
に
地
頭
は

シ
キ

タ
イ

更
に
請
所

こ
し
て
見
米
三
百
.石
、
色
代
二
百
石
を
本
所

に
辨
済
す

べ
し
ε
の
命
令
を
受
け
た
。
所
謂
色
代
ε
は
代

金
の
意
味
で
あ
.つ
て
、
二
百
石
を
費
卸
し
π
代
金
で
納
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
.
此
色
代
黛
つ
い
て
は
其
後
弘
安
元

年
に
寺
家
の
雑
事

・し
地
頭
・こ
の
間

に
畢
を
生
じ
て
雑
学
は
當
聴
の
相
場
に
依

っ
て
代
金
を
請
取
る

べ
き
で
あ
る
ε

主
張
し
、
地
頭
は

こ
れ
に
反
謝
し
て
前
地
頭
時
代
の
納
入
の
例
(濟
例
)
に
任
ぜ
て
八
十
貫
を
納
め
ん
ざ
ま
張
し
た

■



が
、
幕
府
は
審
理
の
結
果
、
雑
事
の
主
張
か
理
由
が
あ
る
`
の
裁
決
を
下
し
て
居

る
。
(質
商
錐

二
十
四
)
普
通

の

地
頭
ご
し
て
管
理
し
來

つ
π
も
の
が
、
地
頭
所
講
に
な

っ
た
薦
め
に
生
じ
た
本
所
領
家
封
地
頭
の
新
關
係
は
こ
れ

を
以
て
全
斑
を
推
す

こ
ご
が
出
來
や
う
ご
思
ふ
。

地
頭
請
所
の
場
合

に
於
て
は
、
国
衙
若
し
く
は
本
所
よ
り
し
て
、
地
頭
以
外

に
其
職
員
を
任
命
す
る
の
必
要
が

な
く
な

つ
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
こ
れ
を
畳

か
な
く
な

っ
て
、
地
頭
は
も
ε
よ
り
幕
府
の
爲
め
に
も
頗

る
有
利

で
あ
っ
だ
か
ら
、
照
射
の
時
に
は
、
領
家
圓
満
院
に
交
渉
し
て
御
家
人
な
る
澁
谷
氏

を
同
院
領
相
模
國
吉
田
荘

の

地
頭
請
所

ご
な
し
、
幕
府
よ
り
其
講
料
を
代
納

し
て
彼
等
の
奉
公
の
勢
に
酬
い
た
事
實
も
あ
る
。
(吾
妻
鏡
建
久
三

年
十
【
.一月
二
十
月
條
)
衰
憊
元
年
四
月
二
十
六
目
附

の
「
地
頭
等
可
二
存
知
一條
々
」
の

一
箇
條

に
、
,

次
非
二指
請
所
↓
任
二
自
由
↓
預
所
郷
司
追
出
事
、
槌
可
ン
令
一一停
止
↓

ε
の

]
條
が
め
る
。

こ
れ
は
請
所
で
も
な
い
も
の
が
、
任
意
に
預
所
や
郷
司
を
放
逐
す
る
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
る

地
頭
請
所
は
即
ち
本
所
の
預
所
に
相
賞
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、既

に
請
所
を
遣

い
だ
以
上
は
、
其
上
に
預
所
を
存

置
す
る
の
必
要
が
な
い
。
郷
司
ご
て
も
、
亦
同
様

で
あ
る
か
ら
、
若
し
彼
等
が
依
然

こ
し
て
其
職
務
を
軌
ら
ん
こ

す
る
に
於
て
は
、
請
所
た
る
地
頭
の
職
権

ε
し
て
こ
れ
を
放
逐
す

る
は
必
ず
し
も
失
當
の
事
で
は
な
か
っ
た
ら
う

け
れ
ご
、
も
、
請
所

で
も
な

い
地
頭
に
し
て
、
此
く
の
如
き
行
爲
に
出
つ
る
は
不
注
で
あ
る
か
ら

こ
れ
を
禁
じ
た
も

の
で
あ
る
。
此
請
所
は
御
家
人
た
る
の
身
分
に
於
て
は
、
も

ε
よ
り
將
軍
の
命
令
に
服
従
す

べ
き
で
あ
る
が
、
請
所

論

叢

饗

時
代
の
土
地
農

第
+
毒

(箋

號

り
五
七
こ

入
。
七

、

■



國

「

論

叢

馨

時
代

の
土
地
制
度

第
+
七
巻

(第
六
鱒
踊

五
入
)

八
o
人

な

る
職

務

に

つ
い
て
は
、
本

所

の
命
令

を
違

毒
す

べ
き
ば
勿
論

で
あ

っ
て
、
從

っ
て
任

　兜
椹
も
本
所

に
あ

っ
た
の

で
あ
る
・
さ
れ
ば

ε
い
っ
て
、
本
所
は
地
頭
の
身
分
に
射
し
て
、
純
然

砦

下
僚
の
如
一
、
任
意

に
任
免
黜
陟
す

る
を
敢

て
し
兼
ね
る
事
情
が
あ

っ
た
。
故

に
彼
等
が
本
所
の
命
令

に
慮

じ
な

い
場
合
は
こ
れ
を
朝
廷
に
訴

へ
出

で

朝
廷
よ
り
は
院
宣
を
欝

に
下
農

て
其
反
省
を
促
・
れ
、
各

地
頭
の
改
補
を
沌
ら
れ
た
が
、
幕
府
は
常
量

地
頭
を
庇
護
す
る
掻

い
て
居
π
。
吾
妻
鏡
に
見
え
菱

治
二
年
新
日
吉
犠

武
藏
國
河
肥
瓶
地
頭
の
蕩

、の
場

盒

・
.地
票

蟹

〔六
月
二
+
八
日
條
に
続

書

あ
為

解

Lも
、
八
月
吾

條
に
は
集

覚

え
る
あ

幼

少
な
の
に
乗
じ
て
,
三
年
前
の
講
料
を
瀦
ら
し
て
居
る
の
は
不
法
で
あ
を

し
一・、
墜

・
を

下
さ
れ
、
他
の
奉
行
人

を
派
遣

し
て
納
入
督
促
す

べ
き
旨
を
武
城
守
(武
藏
は
頼
朝
の
分
墜

に
達

せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
ρ

こ
れ
に
謝
し
て

覇

よ
り
は
此
新
日
吉
犠

に
謝

し
て
地
頭
は
從
夾
雑

し
峯

各

触

、
も
、
去
年
禦

死
去

の
謄

、
年
貢

を
納
む
べ
嚢

・
う
が
不
.明
で
あ
っ
養

め
に
陰

球
-
納
付
を
な
し
得
穿

つ
た
迄

で
、
敢

て
故
意

海

鞘
し

藷

で
は
な

い
・
既

に
前
蟹

の
孫
薪

・
纂

・
な
ら
れ
た
上
は
、
速

・
妾

を
納
・
・
で
あ
ら
・つ
唇

へ
た

る
が
如

き

は
其

一
例

`
し
て
見

る

べ
き
で

あ
る
。

寛
元
二
年
八
見
=
百

附
幕
府
の
六
波
讐

充

て
た
御
壁

・
に
は
、
御

家
人
が
さ
し
牟

。
過
失
?

し
て
本
所
よ

り
所
領
を
改
易

轟

蕩

食

、
六
波
羅
よ
り
本
斯
に
抗
議
を
申
込

み
、
容

砦

れ
ね
ば
壽

に
・遷

せ
よ
、
若

し
叉
御
家
人
に
過
失
の
あ

っ
た
場
合
織
、
他
の
御
家
人
を
以
て
歌
袖
せ
ら
れ
ん
.〕
ご
を
本
駈

に
推
薦
す

べ
く
、
所

L



嘗
年
貢
は
先
例
に
任
せ
て
納
入
を
怠

っ
て
は
な
ら

雪

見
え
て
居

る
・
此
御
教
書
の
文
中
に

薇

家
入
相
擁
所
帯

等
、
錐
レ爲
二
本
所
進
退
↓
無
二指
訣
一松
ン被
二
改
易

↓看
L
ム
々
ご
見
え
て
、
御
家
人
の
所

帯
が
本
所

の
進
退
〔支
配
)

で

の
っ
て
改
易
も
客
勤
で
め
っ
た

こ
は
.
被
寺
が
名
王
概
や
地
.颯
請
所
に
な
っ
て
居
π
場
合
を
指
し
た
も
の
で
あ

ら
う
。

い
が
、
彼
等
に
し
て
若
し
本
所
の
意
志
に
依

っ
て
其
所
頭
を
失

つ
陀
場
合
は
、
幕
府
は
必
ず
御
教
書
の
精

神
に
基

い
て
、
極
力
御
家
人
以
外
の
手
に
移

る
を
妨
げ
、
御
家
入
中

の
他
の
も
の
を
其
後
任
に
擬
し
て
こ
れ
が
採

用
を
本
所

に
迫

つ
π
の
看、
あ
る
。
而
し
て
御
家
入
義
務
(御
家
入
役
)
の
対
象
ε
な
る
邸、
き
所
領
の
支
持
が
即

ち
其

唯

　
の
主
要
目
的

で
あ

っ
た
こ
ご
は
、
此
御
教
書

が
も
ε
御
家
人
役

に
翻
し
た
規
定
で
あ

っ
て
、
御
家
人
ε
い
ふ

べ
き
芭
こ
ろ
に
、
態
「
御
家
人
役
勤
仕
之
仁
」
な
る
文
字
を
用
み
て
居

る
の
で
も
知
ら
る

、
の
で
あ
る
。

比
熱
か
ら

い
へ
ば
、
請
所

に
管
理
さ
れ
π
本
所
領
は
幕
府
に
有
利
で
あ
っ
た
丈
、
本
所
に
取

っ
て
は
他

の
そ
れ

に
比
し
て
頗
.る
不
利
益
で
あ
っ
だ
ε
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら

澱
。

是
に
於
て
本
所
ε
地
頭
請
所

こ
の
問
に
、
地
頭
が
本
所
に
納
む

べ
き
年
貢
を
滞
納
し
た
場
合

に
は

一
定

の
期
間

地
頭
請
所
の
管
理
を
中
止
し
て
本
所

の
濁
立
繧
壁
に
聾
す

べ
し
ざ
の
契
約
を
締
結

し
た
も
の
が
あ
る
。
面
白

い
現

象

で
あ
る
か
ら
、

一
例
ε
し
て
賢
簡
集

二
十
三
に
見
え
た
契
豹
文
(請
文
)
を
左
に
牧
め
や
う
。

講
中

高
野
山
蓮
花
来
院
領
紀
伊
國
南
部
圧
御
年
貢
米
間
條
々
、

「
、
御
年
貢
米
.未
進
事
、

論

叢

鎌
倉
時
代
の
土
地
制
度

・

第
十
七
巻

(第
六
號

五
九
)

八
〇
九

,



論

叢
.

鎌
倉
時
代
の
土
地
制
度

第
+
七
巻

(第
六
號

六
〇
)

八

一
〇

右
當
庄
者
}、
.依
レ
爾
二
地
頭
請
離別
一命

レ
蓮
二
進
御
年

貢

一之
虎
{、
近
年
就
レ
冷
・レ
致
二
夫
…
進

↓
被

レ
究

二⊥
ハ
波

羅
}關

東
御
沙
汰

一之
問

、
爲

・被

レ止

二
訴
訟
↓
所

レ積
未

進
分
萱
千
参

伍
玖
拾

陸
餌

璽
斗
武
升

漆
合
目
二
宮
年

丙
寅
歳

一至
二戊

辰

歳
↓
限
二
参
箇
年

一可

レ令
二
究
濟

一
之
、
藩

猫
背

二此
請

文
旨

…冷
二
掛
桿

一着

、
自

一
.未
進

翌
年

江

向

停
一.止
地

頭
之
所
務

一
寺
家

一
風
伍
箇

年
之
間

可

レ被

レ
知
二
行
庄

家

険

、

一
、
向
後
御
年

貢
進
濟
聞

事
、

右
云
二
親
米

一
云
二
色
代
銭
一
難

一二

塵
之
未
進

己

毎
年

可
レ
令
二
完
済

」之

、
若

致
二
懈
怠

一者

、
錐
.
ド爲
二
何
度
↓

【
.向
停

二
止
地
頭

之
所
務

↓
自

…㎝未
進

翌
年

二
二
箇

年
之
間

、
寺

家

一
圓
可

レ有
三
御

知
二
行
庄
家

一也
、
此
上
者

、

以
二
両
方

和
談
之
儀
↓

且
被

レ申

二
成
御
下
知
一

且

可
レ
被
レ
封

レ裏
、
.価

和
與

之
歎
如

レ件

、

嘉
暦

元
年
八
月
廿

一
日
.

地

頭

代

沙

彌

道

圓

(花
押

)

こ
れ
は
南

部
荘

が
前

に
も
善

い
陀
如

ぐ
、
元
來
本

所

一
回

の
地

で
め

つ
淀
の
を
地

頭

の
管
理

こ
し
セ
特
別

の
事

情

に
依

っ
た
も

の
で
は

あ
る
が
、
地

頭

の
年

貢
滞
納

の
場

合

に
、
本

所

が

】
定
期

間

の
地

頭
の
所

務
停

止

に
止

め

て
下
地
敗
公

を
断
行

し
得
な

か

っ
た
ご

こ
ろ

に
地

頭
請
所

の
特
質

が
獲

見

さ
れ

る
で
あ
ら

う
。

然

る
に
當
時
關

東
御
領

ε
穣

し
陀
幕
府
の
管
轄

に
験
す

る
土
地

に
め

つ
て
は
、
往

々
非
御
家

人
及
び
凡

下
が
請

所

に
託

し
て
こ
れ
を
買
牧

し
や
う

ざ
す

る
も

の
が
あ

っ
湘

か
ら

、
弘
安

七
年
(
五
月

二
十

旦

に
幕

府

が
其
調

査
を

命

じ
た

こ
ご
も
あ
り
、
彼
永
仁
五
年

(⊥
八
月

一
日

)
の
徳
政

の
場

合

に
は

、
請
所

は
沽
却

の
地

ピ
異
ら

撮
ε
の
理
由



の

下

に
、
徳

政

令
を
適
用
し
て
、
琶
領
主

に
取
戻
さ
せ
だ
こ
`
も
あ
る
。
尤
も
高
野
山
交
書
〔六

)叉
績
質
商
集

(七
九
)
に
牧

め
ら
れ
た
紀
伊
國
町
域
河
荘
地
頭
湯
淺
宗
親

の
陳
栽
案
に
糠

る
ご
、
彼
れ
は
是
よ
り
先
き
、
文
永
五

年
四
月
二
十
五
日
に
出
で
た
開
架
卒
均

の
御
式
目
で
あ
る
ご
い
っ
て
、

.

請
所
事
廿
年
無
.相

違

一着
、
今
更
不
レ
可
レ
有
麗

鍛

云
々
、

ご
の
式
目
追
加
を
自
己
の
利
益
の
爲
め
に
引
讃
し
て
居

る
。
併

し
こ
れ
に
謝
し
て
相
手
方
は
そ
れ
が
謀
書
即
ち
儒

造
交
書
で
あ
る
ご

い
っ
て
否
定
し
た
か
ら
、
相
手
方
は
更

に
奉
行
入
の
裏
書

(封
裏

)を
得
て
其
貴
書
た
る
こ
ε
を

謹
明
し
た
け
れ
ご」
も
、
こ
れ
は
新
編
追
加
に
見
當
ら
漁
追
加
で
め
る
か
ら
疑
は
れ
な

い
で
も
な
い
。
假
b
に
そ
れ

が
事
實
幕
府
の
獲

し
π
も
の
で
あ
る
ε
し
て
も
、
文
永
五
年
に
、
幕
府
が
式
目
の
規
定
に
線

っ
て
、
占
有
後
二
十

箇
年
を
経
過
し
泥
も
の
は
取
戻
を
得
な

い
事

に
定
め
泥
も
の
が
、
其
後
の
獲
布
に
係

る
永
仁
五
年
の
徳
政
令
を
拘

.

来
す

る
も
の
こ
は
思
は
れ
鎗
。

是
等
の
追
加
ば
所
謂
關
東
御
領
を
目
的
ε
し
た
や
う
に
も
思
は
れ
る
が
、
永
仁
七
年
二
月
の
幕
府

の
追
加
に
撮

る
ご
・
幕
府
は
先
度
寛
元
以
前

の
請
所
は
攣
更
詰

こ
ご
に
定
め
た
こ
見
え
る
。
所
謂
先
薯

は
何
時
の
事

で
あ

っ
把
か
確

か
で
な

い
が
、
そ
れ

よ
り
約

二
年
前

の
永
仁
五

年
に
、
幕

府
は
既

に
請
所

が
沽

却
地

ざ
異

ら

蹴
ざ
の
理

由

の
下

に
、
徳
政
令

々
適
用

し

て
居

る
コ
元

来
徳
政

令
は
幕
府

の
勢
力
範
圏
内

に
實
施

し
た
に
止

ま

る
が
、
此

永
.

仁
七
年

の
追

加
は
、
其
下
衣

に
次
に
説

く
が
如

く
本

所
進
上

云

々
の
事

が
見

え
て
居

っ
て
、
主

ピ
し
て
本
所

領

の

論

叢

鑑
賞
時
代
の
土
地
制
度

」

第
+
七
巻

(第
六
號

六

一
)

入
】
一

,



論

叢

鎌
倉
時
代
の
土
地
制
度

第
十
七
巻

〔第
六
號

六
二
)

八
】
二

請
所

の
爲

め
の
規
定
ご
思
は
れ
る
か
ら

お
の
つ
か
ら
別
事
で
あ
ら
う
。

斯
く
て
永
仁
七
年
二
月

に
至

っ
て
、
欝
府
は
將
軍
の
御
口
入
地
以
外
の
承
久
以
後
の
請
所
は
、
自
今
以
後
本
所

の
進
止
把
る
べ
し
ご
の
追
加
を
獲

し
て
、
地
頭
請
所
の
任
免
椛
を
本
所
に

一
任
し
た
。
御
家
人
が
本
所
領
の
請
所

た
る
に
つ
い
て
、
公
然
將
軍
の
承
認
を
経
た
も
の
が
「
預
二
御
口
入
一地
」
で
あ
る
。
此
追
加
の
出
で
た
後
、
前

に
引

い
た
元
亨

二
年
正
月
十
二
日
の
法
律

の
続
き
に
、
國
領
の
請
所
に

つ
い
て
、
従
前
既
に
將
軍
の
下
知
を
蒙
り
、
其

口
入
に
預

っ
た
地
以
外
は
廃
止
す

べ
き
こ
ご
を
令
し
、
而

か
も
康
元
々
年
以
前
は
口
入
に
預
ら
す
ご
も
こ
れ
を
承

認
し
、
弘
安
七
年
以
後
は
將
軍
の
裁
許
状
あ
り
ε
も
、
国
司
の
任
意
庭
分
に
任
せ
た
の
を
見

る
ピ
、
共
闘
約
廿
入
.

年
が
將
軍

の
承
認
の
有
効
期
間

`
な
る
の
で
あ
る
。

.

永
仁
七
年
の
追
加
で
は
、
前
令
に
寛
元
以
前

の
請
所
は
攣
更
す

べ
か
ら
す

嬉
定
め
た
の
を
、
更
に
遡
ら
せ
て
承

久
以
前
迄
こ
し
、
承
久
以
後
の
請
所
は
将
軍
、の
承
認
を
経
た
も
の
以
外
は
一
本
所

の
罷
免
を
得

る
こ
ε
に
改
め
た

の
で
あ
る
が
、
元
亨
二
年
の
追
加
は
文
具
年
代
を
下
し
て
、
〔國
領
の
場
合
で
は
あ
る
が
)康
元
々
年
以
前
は
攣
更

せ

な
い
こ
ε

、
し
、
そ
れ
よ
り
以
後
弘
安
六
年
迄
は
將
軍
の
承
認
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
承
認
し
、
弘
安
七
年
以
後
は
將

軍
の
承
認
が
あ

っ
て
も
国
司
の
任
意
庭
分
に
任

せ
把
。
此
=
.重
の
等
級
を
附

し
た
理
由
は
こ
れ
を
詳
ら
か
に
し
難

.

い
が
、
只
こ
れ
に

つ
い
て
聯
想
す

べ
き
こ
ε
は
、
弘
安
七
年
が
、
前

に
引
い
た
如
く
幕
府
の
管
轄
地

の
請
所

に
つ

い
て
の
追
加
の
出

で
＼
居
る
年

で
あ
る
こ
ε
で
あ

る
。
文
永
弘
安
年
代
は
、
幕
府
が
最
も
御
家
人
所
領
の
保
護
政

、



策
に
熱
中
し
て
居

つ
π
時
代
で
、
其
非
御
家
人
や
凡
下
の
所
有
に
露
し
π
も
の
を
、
極
力
御
家
人
の
手
に
取
戻
さ

せ
る
に
力

め
つ
、
あ

っ
た
の
み
な
ら
す
、
同
時
に
公
家
に
於

て
も
、
神
領
寺
領
等

に
つ
い
て
略
同

一
の
方
針
を
取

b

つ
、
あ

っ
把
頃
の
事
で
あ
る
か
ら
、
幕
府

の
本
所
領
に
劃
す
る
此
追
加
も
、
自

家

の
管
轄

に
係
る
關
東
領
の
方

針
の
延
長
ε
訟看
做
す

べ
き
で
あ

っ
て
、
其
結
果
は
革朋
に
述

べ
た
ご
こ
ろ
に
擦

っ
て
も
知
ら

る

、
通
り
、
本
所
領
に

劃
す

る
幕
府
の
既
得
権

の
譲
歩

こ
な
る
べ
き
も

の
で
あ

っ
た
。
只
所
謂
關
東
領
の
請
所

に
つ
い
て
は
こ
れ
を
後
項

武
家
領
の
下
に
説
く
こ
ご

、
し
た
い
。

地
頭
の
本
所
及
び
国
衙

に
封
ず

る
納
税
の
割
合
は
、
專
ら
従
来
の
慣
例
に
依
る
の
で
あ

っ
だ
が
、
そ
れ
が
不
確

か
な
場
合
新
し
い
關
係
を
生
じ
た
場
合
、
乃
至
争
議

ご
な

っ
た
場
合
杯
は
新
に
英
領
を
決
定
す

る
こ
ご
も
あ
っ
把
。

丈
治
三
年
頼
朝

の
好
意
に
依

っ
て
阿
波
國
麻
植
保
の
保
司
職

蓬
な

つ
北
卒
康
頼
が
、
其
地
頭
野
三
成
綱
の
拒
絶

に

遭

っ
て
、
納
税
不
納
に
陥

っ
た
こ
ご
が
あ
る
。
庇
保
は
も
ε
内
藏
寮
に
租
税
を
納
む

べ
き
土
地
で
あ

っ
た
か
ら
、

■

屡
院
宣
を
幕
府
に
下
さ
れ
て
地
頭
の
威
勢
を
迫
ら
れ
だ
綜
果
、
頼
朝
は
内
職
寮
に
罫
す
る

一
定
の
税
額
を
除

い
把

襲
餓
の
租
入
を
保
司
Σ
地
頭
ピ
の
間

に
於
て
均
分
(中
分
)
に
す

べ
し
ざ
の
裁
決
を
下
し
た

(
吾
妻
鏡
文
治
四
年
三

月
十
四
日
條
)
此
場
合
内
減
寮
は
腐
植
保
の
本
所
で
あ

っ
て
、
保
司
が
領
家
で
あ
っ
た
の
は
其
後
成
綱
の
地
頭
職

停
止
に
閲
す

る
院
宣
を
下
さ
れ
た
の
に
黝
し
て
、
頼
朝
が
成
網
は
地
頭
職
把
る
も
、
領
家
万
に
干
渉
す

べ
か
ら
ず

ε
言
渡
し
て
居
・る
の
で
も
知
れ
や
う
。
.

論

叢

鎌
首
時
代
の
土
地
制
度

第
+
七
魅

〔第
六
號

六
三
)

八
一
三

/



論

叢

鎌
倉
時
代
の
土
地
制
度

第
+
七
巻

(第
六
號

乗
四
)

入
一
四

国
衙
領
に
つ
い
て
は
叉
元
久
元
年
五
月
ん
日

に
幕
府
が
園
司
ご
地
頭
ε
の
得
分
の
割
合
を
定
め
て
居

る
。
(
一
〕

樹
海
の
狩
漁
即
ち
漁
猟
狩
猟
税
は
國
衙
の
牧
人
に
蹄
す

べ
き
華
(
二
∀
.
捕
屋
の
所
當
即
ち
櫨
視
は
三
分
の

一
を
地
頭

の
得
弘
こ
な
す

べ
き
事

(三
)
節
料
の
焼
米
は
国
司
の
得
分
ε
な
す

べ
き
事
が
そ
れ
で
あ
る
。

.

本
所
領
国
衙
領
ご
其
管
理
者
た
る
地
頭
・し
の
間
に
訴
訟
紛
議
を
頻
出
す
る
の
動
機

ε
な

っ
た
も
の
ば
、
多
く
の

場
合
・
概

の
養

慮
置

で
ゐ
需

。
殊

に
承
久
の
馨

に
於
て
、
幕
府
は
努

を
し
た
公
卿
や
武
士

の
所
領
を

没
牧
し
た
は
盲

ふ
迄
も
?

・
.禦

人
が
木
器

の
地
頭

で
あ

っ
た
も

の
は
、
雷

・
れ
を
難

」
、
、
新

に
他

人
を
以
て
こ
れ
に
代

へ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
新
補
地
頭
ε
い
ひ
、
そ
れ
に
射
し
て
前
任
者
セ
本
補
地
頭
ご
い
っ

た
・
こ
れ
は
敢
て
承
久
戦
後
に
始

つ
た
・
ε
で
は
な
い
。
例

へ
ば
元
久
元
年
伊
勢
國

に
於
挙

兵
が
蜂
起
し
た
の

を
奉

賀
朝
雅
が
三
日
以
内

に
討
伐
し
た
・・
ε
が
あ

っ
た
。
三
塁

氏

の
禦

・
い
っ
た
の
が
そ
染

あ
る
。
戦
後

に
は
い
つ
も
戦
敗
者
の
所
領
を
浸
牧
し
て
勲
功
の
あ

っ
π
將
士

に
恩
給
す

る
の
例
で
あ
る
が
、
是
特
も
そ
れ
が
行

は
れ
把
こ
ε
盲
ふ
迄
も
な

い
。
然

る
に
吾
妻
鏡
同
仁
+

一
月
四
日
條

に
、

伊
勢
國
三
日
孕
氏
跡
新
補
地
頭
等
、
募
二
武
威
一
倍
二
正
大
稗
官
御
上
分
米

】之
由
本
宮
訴
申

之
、
彼
地
者
営
団

散
奮

畠
也
・
震

難

管
二領
地
工

於
二上
粟

「者
、
備
・楽

宮
乏

條
、
所
見
分
明
商

、
寧

清
定
奉

行

一守
=
先

例

一可
レ致

二
其
辮

一之
由
、
今
日
被
二
御

下

一云

々
、

ε
見
え
る
・
即
ち
暫

叢

地
の
地
頭
に
補
せ
ら
れ
た
も
の
畿

捷
の
艘

に
誇

っ
て
、
幕
府
の
.威
光
を
笹

被



乍
ら
、
當
然
地
頭
ε
し
て
本
所
伊
勢
神
宮
に
納
む

べ
き
上
分
米
即
ち
租
椀
を
滞
納
す

る
ε
の
神
宮
の
訴
が
幕
府

に

向

っ
て
提
超
さ
れ
た
か
ら
、
幕
府
は
縫
ひ
卒
氏
の
管
領
し
π
土
地

で
あ

っ
て
も
、

一
定
の
上
分
米
は
こ
れ
を
神
宮

へ
納
入
す

べ
き
も
の
で
あ
る
ε
の
判
決
を
下
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
承
久
の
戦
役
は
戦
局
の
重
大
で
あ
っ
た
丈

に

戦
後
a
没
牧
地
の
如
〃き

も
、
莫
大
の
額
一に
上

っ
た
こ
ε
は
盲
ふ
迄
も
な

い
こ
ε
で
あ

っ
て
、
幕
府
側
の
新
穂
地
頭

の
鼻
息
の
荒
か

っ
た
こ
ご
は
三
口
李
氏

の
戦
後

の
比
で
は
な
か
っ
た
。
土
地
所
有
者

の
聞

に
は
こ
れ
が
爲
め
に

一

大
恐
慌
を
摩
し
た
結
果
、
新
穂
地
頭
の
得
分
を
如
何
に
す

べ
き
や
の
問
題
で
は
少
ら
す
幕
府
の
當
局
者
恕
檄
し
た
。

彼
三
日
、牛
氏
の
場
合
の
如
く
.
土
地
の
管
理
者

に
罪

が
あ
る
丈
で
、
本
所
や
領
家
ご
没
交
渉
な
る
場
合
は
、
新
補

地
頭
の
得
分
は
其
前
例
に
糠
れ
ば
宜
し
い
澤
で
あ
る
が
、
承
久
の
戦
役
の
如
く
本
所
却
領
家
も
京
方
を
し
た
爲
め

に
其
所
傾
の
没
牧

さ
れ
把
も
の
、
少
か
ら
の
場
合
は
、
地
頭
の
得

分
に
關
し
て
何
等
擦

る
べ
き
標
準
が
な
く
、
本

所

、
領
家
ご
地
頭
ご
の
利
害
關
係
の
相
違
は
、
こ

、
に
両
者

の
衝
突
を
豪
し
て
問
題

の
紛
糾
を
誘
渡
し
た
の
で
あ

る
。
承
久
戦
役
の
翌
年
即
ち
貞
鷹

兀
年
(四
月
十
六
日
)幕
府
の
獲
存
し
た
御
激
書
に
擦
る
ε
、
幕
府
は
戦
後
在
臆

官
人
及
び
守
護
代
を
し
て
恵
方
で
あ
っ
た
も
の

、
所
領
を

一
々
届
け
出
で
さ
せ
、
酒
は
使
節
を
特
派
し
て
こ
れ
を

監
督

さ
せ
た
の
で
み
る
が
、
中
に
は
守
護
代
.に
於
て
故
意
に
公
田
、
荘
園
を
隠
匿
し
て
居

る
も
の
が
あ

っ
て
も
、

在
臆
官
人
の
中
に
は
守
護
代
に
悼

っ
て
詳
し
く
届
け
鵬
で
な

い
も
の
も
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
は
此
使
節
に
於
て
報

告
す
る
や
う
に
し
」
没
牧

の
地

に
し
て
未
だ
地
頭
を
補
せ
な

い
も
の
、
前
管
理
者
π
る
下
司

〔地
頭
も
で
あ
ら
う
)

論

叢
.

鎌
貧
時
代
の
土
地
制
凌

駕
十
七
巻

(第
六
號

六
五
)

ス
一
五

6
.
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論

叢

馨

麗

皇

地
震

筆

七
巻

(箋

號

山八六
)

入
一
六

の
罪
な

き

に
誤

っ
て
渡

牧

の
中

に
加

へ
ら

繕

も
の
.
何

れ
も

こ
れ
を
報
告
す

る
こ
ご

に
し
た
。

叉
新

に
地

頭
を

遣

い
π
荘
園

、
公
領

に
於

け
る
前

管
理
者
卸
」h
本
地

頭
、
下
司

の
得

分
も
此

彼
節

の
報
告

を
徴
す

る
こ
ε

＼
し
た

が
、

こ
れ
は
共

後
任

の
地

領
導

の
得
分
を
定

む
る

に
當

っ
て
の
参
考

に
供

し
紀
も
の

で
あ
ら
う
。

さ
れ
ば
此

追

加

に
も

、
地

頭
は
す

べ
て
前
地

頭
、
下
司

の
跡
を
蹈
襲

す

べ
き
で
あ

る
が
、
彼
等

の
得

分
が
飴
り

に
乏
少

な

る
ご
こ

ろ
は
・
幕
府
の
特
使
の
報
告
に
從

っ
て
蓮
宮
の
慮
首
に
出
で
る
で
あ
ら
う
、
若
し
其
命
令
を
待
た
な

い
で
、
彼
懲

嬰

預

所
・
郷
司
の
得
分
を
押
領
し
た
な
ら
ば
、
相
當
の
雰

を
す

・
遣

え
て
居
・
。
前
鑑

者
は
他

言

己

の
所
領
も
あ

っ
て
・
些
少
な
牧
盆
に
甘

ん
じ
得
た
で
あ
ら
・訪

れ
こ
も
、
こ
れ
に
代

っ
た
新
補
地
頭
は
、

一
つ
の

荘
園
の
み
で
管
理
す
る
こ
ご
差

つ
藁

め
、
到
底
其
牧
盆

に
甘
ん
じ
ら
れ
を

・
ろ
砂

、
不
法
な
押
領
を
も

な
す
し
至

っ
て
、

藩

其
紛
争
を
滋
一
し
忙
諜
で
あ
る
。
こ
れ
が
爲
め
、
其
翌
貞
慮
二
年
(
六
月
+
五
旦

に
朝
廷

は
官
宣
旨
を
下

さ
れ
て
、
是
等
襲

田
畠
+
町
毎
に
冤
里

町
、
及
三

段
毎
に
加
徴
米
五
升
を
以
て
地
頭
の
得

分

こ
す

べ
き

こ
・し
を
命

令

さ
れ
π
。
此

華

に
關
…し
て
は
幕

府

の
記

録

で
あ

る
こ

こ
ろ

の
五
皿
妻
「鏡

に
其
記

事
が
な

い

が
・
斯
ち

重
大
な

る
法
律

が
、
朝
廷

の
箪
凋
命
令

で
出

つ
る
こ
ざ
は
、
も

ピ
よ
り
當

塒

の
事
情
の
許

さ
薄

い
こ
こ

ろ

で
あ

っ
た
。
思

ふ

に
こ
れ
は

も
蓬
幕

府
が
新

盤
地

頭
の
得

分
に
謝
す

る
前

年
以

来

の
調

査

に
基

い
て
立
案

し
虎

も

の
で
め

つ
て
、
其
影
響

す

る
こ
こ
ろ
が
公

武

に
互

っ
て
重
大
で
あ

っ
π
丈

に
、
官
宣

旨

ε
す

る

こ
ε
を
奏
請

し

て
其
形
式
を
荘
籍

し
党
も
の
で
あ
ら
う
信

書

れ
る
疫

裂

升
の
加
薬

は
別
.・」
し
て
、
+
町
費

一
町

.

膨

,



.

の
免
田
.、」
稠
す
る
は
、
.他

の
場
合

に
又
十

一
町
毎
に
給
田
畠
各

一
町
ε
も
見
え
て
居

っ
て
、
其
割
合
が
相
違
す
る

や
う
で
あ
る
が
、
箕
は
国
事
で
め

っ
た
。
即
ち
十
町
の
田
畠
を
管
理
す

る
地
頭
は
別
に

一
町
の
冤

田
即
ち
維
田
畠

を
支
給
さ
れ
π
の
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

扱
此
官
宣
旨
は
大
磯
の
方
針
を
示
し
だ
も

の
に
過
ぎ
な

い
か
ら
、
こ
れ
が
實
旛
に
當

っ
て
は
別
に
施
行
細
則
の

獲
布
を
要
七
た
の
で
あ
る
。
先

づ
前
令

の
出
で
た
後

に
獲
布
さ
れ
た
の
が
貞
慮
二
年
七
月
⊥
八
日
の
幕
府
の
御
教
書

で
あ
.つ
た
。

こ
れ
に
擦
れ
ば
、
若
し
將
軍
の
下
知
状
を
帯
し
て
地
頭
・こ
な

っ
て
居
た
も
の
が
承
久
の
戦
役

に
官
軍
に
署
し
て

没
牧
さ
れ
た
後

へ
、
新
に
地
頭
ε
な

っ
て
來
π
も
の
は
縦
、
ひ
其
敗
入
が
新
規
定
よ
り
少

い
場
合
が
あ

っ
て
も
、

そ
れ
は
蕾
慣

に
擦

る
、こ
ε

、
し
て
別
に
新
規
定
に
基

い
て
増
給
を
せ
な

い
、
其
他
の
新
補
地
頭
の
得
分
が
北
新
規

定
よ
り
は
少
く
て
も
相
當

こ
認

め
た
も
の
は
す

べ
て
こ
れ
に
准
↑
る
翫
新
規
定
は
只
得
分
の
な

い
こ
こ
ろ
丈

に
適

用
す
る
以
上
は
田
地
島
地

の
場
合
で
あ

っ
て
、
其
租
枕
は
所
謂
本
年
貫
ご
駕
す
る
も
の
で
め
る
が
、
其
他
の
山
野

河
海
の
牧
盆
ば
本
年
貢
以
外
で
あ
る
か
ら
、
領
家
、
国
司
ご
地
頭
ざ
で
こ
れ
を
均
分
す
る
、
但
し
先
例
に
於
て

㎜

定
の
額
の
あ
る
年
貢

は
こ
れ
を
改
め
な

い
、
次
に
犯
罪
に
依
る
財
産

の
没
収
の
場
合

に
は
、
領
家
、
国
司
は
三
分

の
二
「
地
頭
は
三
分
の

「
を
牧
人
こ
す

る
ξ
い
ふ
が
其
主
な
る
も
の
で
あ

っ
だ
。

其
後
も
實
施
上
種
々
の
疑
義
を
生
す
る
ご
⊥
ハ
に
、
幕
府
は
そ
れ
ム
へ
追
加
を
讃
し
て
居

る
が
、
此
本
年
貢
な
る

騙

叢

鎌
倉
時
代
の
土
地
制
度

、

、

第
+
七
巻

露
六
號

六
七
)

恐

竜

■



「

論

叢

餓
君
時
代
の
土
地
制
度
.

第
十
七
巻

(第
六
號

六
八
)

入
、一
入

言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
本
所
方
の
難
事

ε
地
頭
ε
の
闘

に
争
議
を
生
じ
て
、
地
頭
は
神
謀肛
佛
寺
の
上
分
、
本

家
領
家
の
公
物
丈
が
本
年
買
で
あ
る
ピ
の
解
緯
を
取

っ
た
け
れ
こ
も
、
難
事
は
預
所
、
走
使
の
得
分
は
皆
年
貢
の

内
で
め
る
か
ら
分
割
す
る
こ
ご
が
出
來
な

い
ご
抗
辮
し
た
が
、
幕
府
は
こ
れ
に
謝

し
て
、
預
所
、
走
使
の
得
分
迄

を
年
貢
ε
租
し
得

べ
く
ば
、
此
他
に
何
の
鹸
剰
で
均
分
す

べ
き
も
の
が
あ
ら
う
こ
い
っ
て
、
地
頭
の
主
張
の
理
由

め
る
を
認
め
た
る
が
如
き
は
共

一
例
で
あ
る
。

次
ζ
加
徴
米
の
徴
牧
に
關
し
て
は
、
喪
暦
二
年
の
追
加
に
翫
賞
の
多
少
を
諭
せ
す
段
別
五
升
を
徴
す

べ
し
ご
の

・

新
袖
地
頭
の
見
解
を
排
し
て
、

[
斗
以
上
は
五
升
を
徴
す

べ
き
も
.

一
斗
水
滴

の
ご
こ
ろ
に
は
三
分
の

「
を
以
て

地
頭
分
ε
な
す

べ
し
ご
規
定
せ
る
を
注
意
す

べ
き
で
あ
ら
う
。
其
他
に
も
此
憩
の
追
加
で
細
則
尋
を
規
定
し
て
居

.

る
が
、
A
・皆
省
略
罰
に
從

ふ
こ
ε
、
す
る
o

然
る
に
本
所

一
圓
の
地

の
外

に
も
.
幕
府
が
特

」
地
頭
を
経
由
せ
す
し
て
名
主
其
他
の
本
所
領
の
作

人

(實
は

地
主
)
よ
b
本
所

に
野
し
て
年
真
を
別
納
す

バ、
き
命
令
を
獲
し
だ
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
を
構
し
て
別
納
の
御
下
交

ご
い
っ
た
。
國
領
の
場
合

に
も
別
納
の
御
下
衣
は
あ

っ
だ
が
、
そ
れ
は
元
暦
元
年
に
頼
朝
が
御
家
人
澁
谷
の
商
量

に
何

っ
て
其
上
野
國
黒
河
郷
の
所
領
に
国
衙
使
の
入
部
を
止

め
て
別
納
の
下
交
を
興

へ
た
如
く
、
叉
文
治
三
年
の

周
防
團
在
灘
官
人
の
解
に
、
.「
就
中
謂
二
得
善
末
武
【者

、
井
口
指
圧
號
之
地
の
又
無
一　國
免
別
納
御
下
丈
一
具
備
二地
.

頭
嘩

可
致

沙
汰

乏

由
鎌
倉
殿
賜

御

下
耳

許
也
云
々
」

ご
あ
る
が
如
く
.
彼
は
国
衙
に
納
む

べ
き
租
税
の
冤

「



・

除
を
意
味
し
把
も
の
で
あ
る
か
ら
㍗
お
の
つ
か
ら
別
事
で
あ

◇
て
▼
此
は
多
く
の
場
合
v
総
領
地
頭
ご
請
し
て

↓

人
の
地
頭
が
二
人
以
上

の
所
有
者
の
名
義

`
な

っ
て
居
る
土
地

の
管
理
を
な
し
つ
、
あ
っ
た
場
合
に
起
る
現
象
で

め
っ
た
。
貞

永
式
目
第
三
十
八
條
に
は
総
地

頭

(前
突
に
給
一一纏
領

】之
人
巴
見
え
て
居
る
如

く
こ
れ
も
綱
領
地
頭

δ
い
ふ
ε
同
℃
で
め
る
)
が
其
管
内
の
小
池
ま
陀
る
名
主
職
の
勢
力
微
弱
な
る
に
乗
じ
て
、
職
擢
を
超
え
て
不
注

の
行
爲
の
め
つ
だ
場
合
は
名
主

に
向

っ
て
別
納
の
御
下
丈
を
下
附
す

べ
き
こ
ご
を
規
定
し
て
居

る
が
、
實
例
こ
し

て
も
永
仁
五
年
に
肥
前
國
深
江
村
の
地

頭
行
心
の
代
官
が
深
江
村
名
主
行
位
を
九
州
探
題
の
法
廷
に
於
て
罵
堺青
し

π

鋳

め
行
位
が
探
題
北
條
實
顯
よ
り
別
納
の
命
令
に
接
し
た
こ
、し
が
め
る
。
其
下
知
状
長
,任
=
付
値
申
請
↓
於
二

當
村
老

可
レ
命
二
枚
綱
領
知

也

」
ε
あ
る
が
如
く
、
深
江
甘
は
名
主
自
身
年
貢
を
牧
納
し
て
本
所

に
納
む

べ
き
も
.

の
は
納

め
他
は
自
己

の
牧

入

ε
し
た
も

の
で
あ
.つ
て
、
事
實
上

、
地

頭

の
管
轄

を
離

れ
る

こ
ε

＼
な

っ
た
の

で
あ

る
。
吾
妻
鏡
寛
元
五
年
十

一
月

一
日

の
幕
府

の
評
定

に
於

て
「
錐

レ
爲
=地

頭

一
回

芝
地

↓
名
主
印
二
子
細

一番

、
依

二

築

之

次

一可

レ有
二
沙

汰

一云

々
」
`
あ
る
。

(五
目
妻
鏡
∀
此
一場
合
の
「
地

頭

一
面圓
之
地
」
は

こ
れ
を
　桝
翻粥

「
本
所

　
回
側
之

地
己

に
比
し
て
必
ず

し
も
同

…
の
用
例

ξ
頑
徹

す

こ

ざ
が
出
家

鬼
.
私

は
此
地

頭

「
側
忠
魂

を
以

て
式

日

に
見

え

κ
総
地

頭
の
所

領
内

の
義

な
b

ピ
認

む

る
も

の
で
あ

る
。

(未

完

}

論

叢

鎌
負
踏
代
の
土
地
制
度

第
十
七
巻

(第
山
ハ
號

{八
九
)

八

一
九
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